
�愛媛県告示第５６１号
行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条の４第２項の規

定により指定試験機関から主たる事務所の所在地及び試験事

務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出があったので、行

政書士試験事務の委任（平成１２年６月愛媛県告示第１０４８号）

の一部を次のように改正する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１�及び�中「東京都目黒区上目黒三丁目６番１８号」を「
東京都千代田区日比谷公園１番３号」に改める。

�愛媛県告示第５６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、生名村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は生名村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、川内町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６４号
平成１６年３月１１日川内町営中山間地域総合整備事業三内地

区（惣田谷下工区）の換地計画に基づく換地処分があったの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４におい

て準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年３月２３日から４月５日まで

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

生名村２２４４の１、２２４４の２、２２４５から２２４９まで、
２２５３、２２５５から２２５７まで、２２６８の１から２２６８の４
まで、２２６９の１から２２６９の３まで、２２８４の１及び
２２８４の２の地先

１，４０５．７４

字 の 名 称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字
則之内

字
久米両

大字
則之内

字
久尾

乙７１０ これに伴
う道路、
水路等を
含む。字

宿野
字
宿野口

丙４６１の２及び丙４６３の２
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�愛媛県告示第５６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、城辺町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

城辺町

南宇和郡城辺町甲２４２０番地

代表者 城辺町長 谷口 長治

南宇和郡城辺町甲４１７９番地第２

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡城辺町深浦２２０番１地先から同大字２５２番２

地先までの公有水面

� 区域

次の１点から６１点までを順次直線で結んだ線及び６１点

と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡城辺町深浦２１６番２の道路に設置され

た標柱）は、北緯３２度５６分４６秒、東経１３２度３５分３９秒の

地点

１点は、基点から真北２６７度００分１０秒４９．２３メートル

の地点

２点は、１点から真北１７３度４９分１１秒５．２４メートルの

地点

３点は、２点から真北２６２度１３分０２秒５．４０メートルの

地点

４点は、３点から真北２５９度１５分５５秒５．６０メートルの

地点

５点は、４点から真北２５６度３２分３５秒５．７０メートルの

地点

６点は、５点から真北２５３度２８分４６秒５．７０メートルの

地点

７点は、６点から真北２５０度３２分１２秒５．７０メートルの

地点

８点は、７点から真北２４７度３６分２４秒５．６０メートルの

地点

９点は、８点から真北２４５度０４分３０秒４．７０メートルの

地点

１０点は、９点から真北２４３度０２分０４秒５．００メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２４１度０７分０９秒７．１０メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２３９度１９分３２秒７．３０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２３７度３１分２８秒１４．６０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２３６度３２分５８秒２４．７７メートル

の地点

１５点は、１４点から真北３２６度２６分０２秒０．５０メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２３６度２６分０１秒３．２０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１４６度２４分０６秒０．５０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２３６度３０分４９秒４１．０５メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２３６度２９分５４秒１２．６１メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３９度２４分４６秒９．４０メートルの

地点

２１点は、２０点から真北２４３度４４分０２秒９．６０メートルの

地点

２２点は、２１点から真北２４７度３７分３４秒４．９０メートルの

地点

２３点は、２２点から真北２５０度１３分５７秒２．２０メートルの

地点

２４点は、２３点から真北２５２度３１分３２秒４．００メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２５５度０７分２７秒２．４０メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２５８度１１分２１秒５．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北２６３度１１分３９秒４．６０メートルの

地点

２８点は、２７点から真北２６６度３１分２９秒５．００メートルの

地点

２９点は、２８点から真北２７０度２８分２７秒５．２０メートルの

地点

３０点は、２９点から真北２７４度３９分３７秒５．００メートルの

地点

３１点は、３０点から真北２７８度５８分３３秒５．１０メートルの

地点

３２点は、３１点から真北２８２度２１分４３秒４．２０メートルの

地点

３３点は、３２点から真北２８６度０５分３０秒４．００メートルの

地点

３４点は、３３点から真北１７度２５分０５秒５．３１メートルの地

点

３５点は、３４点から真北１０６度４３分４９秒０．８０メートルの

地点

３６点は、３５点から真北１０５度１５分１１秒４．４９メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１００度４０分４５秒５．０９メートルの

地点

３８点は、３７点から真北９６度０６分２０秒４．８９メートルの地

点

３９点は、３８点から真北９１度５９分０８秒４．９９メートルの地

点

４０点は、３９点から真北８７度１２分５５秒５．２９メートルの地

点

４１点は、４０点から真北８３度００分４５秒４．９９メートルの地

愛 媛 県 報平成１６年３月２３日 第１５４３号
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点

４２点は、４１点から真北７８度２４分１７秒４．８９メートルの地

点

４３点は、４２点から真北７３度５４分１８秒３．８９メートルの地

点

４４点は、４３点から真北７１度０１分５２秒４．２９メートルの地

点

４５点は、４４点から真北６７度０１分０７秒５．９９メートルの地

点

４６点は、４５点から真北６２度４９分２４秒８．１９メートルの地

点

４７点は、４６点から真北５９度１２分４５秒７．９９メートルの地

点

４８点は、４７点から真北５６度３９分２５秒１２．７８メートルの

地点

４９点は、４８点から真北５６度３５分２３秒６９．００メートルの

地点

５０点は、４９点から真北５７度４０分５９秒１９．０８メートルの

地点

５１点は、５０点から真北６０度０６分２６秒６．６６メートルの地

点

５２点は、５１点から真北６２度１０分５９秒５．５６メートルの地

点

５３点は、５２点から真北６３度４５分１８秒４．４６メートルの地

点

５４点は、５３点から真北６５度３４分３０秒４．０６メートルの地

点

５５点は、５４点から真北６７度４０分２１秒４．９６メートルの地

点

５６点は、５５点から真北６９度５８分４６秒４．９６メートルの地

点

５７点は、５６点から真北７２度３１分２５秒４．８６メートルの地

点

５８点は、５７点から真北７４度５３分４３秒５．１６メートルの地

点

５９点は、５８点から真北７７度１５分３７秒４．９６メートルの地

点

６０点は、５９点から真北８０度０２分２３秒４．９６メートルの地

点

６１点は、６０点から真北８２度１５分３８秒４．２６メートルの地

点

� 面積

１，１８２．４２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成６年２月３日 愛媛県指令河第５９１号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年３月２３日

�������
�愛媛県告示第５６７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、城辺町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡城辺町深浦２２０番１地先から同大字２５２番２

地先までの公有水面

� 区域

次の１点から３１点までを順次直線で結んだ線並びに３１

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（南宇和郡城辺町深浦２１６番２の道路に設置され

た標柱）は、北緯３２度５６分４６秒、東経１３２度３５分３９秒の

地点

１点は、基点から真北２７６度０５分２３秒５０．３０メートル

の地点

２点は、１点から真北１７３度４８分３０秒７．９６メートルの

地点

３点は、２点から真北２６３度０４分１２秒０．９０メートルの

地点

４点は、３点から真北２６２度１５分３８秒４．２６メートルの

地点

５点は、４点から真北２６０度０２分２３秒４．９６メートルの

地点

６点は、５点から真北２５７度１５分３７秒４．９６メートルの

地点

７点は、６点から真北２５４度５３分４３秒５．１６メートルの

地点

８点は、７点から真北２５２度３１分２５秒４．８６メートルの

地点

９点は、８点から真北２４９度５８分４６秒４．９６メートルの

地点

１０点は、９点から真北２４７度４０分２１秒４．９６メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２４５度３４分３０秒４．０６メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２４３度４５分１８秒４．４６メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２４２度１０分５９秒５．５６メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２４０度０６分２６秒６．６６メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２３７度４０分５９秒１９．０８メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２３６度３５分２３秒６９．００メートル
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の地点

１７点は、１６点から真北２３６度３９分２５秒１２．７８メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２３９度１２分４５秒７．９９メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２４２度４９分２４秒８．１９メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２４７度０１分０７秒５．９９メートルの

地点

２１点は、２０点から真北２５１度０１分５２秒４．２９メートルの

地点

２２点は、２１点から真北２５３度５４分１８秒３．８９メートルの

地点

２３点は、２２点から真北２５８度２４分１７秒４．８９メートルの

地点

２４点は、２３点から真北２６３度００分４５秒４．９９メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２６７度１２分５５秒５．２９メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２７１度５９分０８秒４．９９メートルの

地点

２７点は、２６点から真北２７６度０６分２０秒４．８９メートルの

地点

２８点は、２７点から真北２８０度４０分４５秒５．０９メートルの

地点

２９点は、２８点から真北２８５度１５分１１秒４．４９メートルの

地点

３０点は、２９点から真北２８６度４３分４９秒０．８０メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１７度２５分０６秒１２．１４メートルの

地点

� 面積

２，８２４．６１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成６年２月３日 愛媛県指令河第５９０号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年３月２３日

�愛媛県告示第５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市黒瀬字大谷乙１８６番５から

同市黒瀬字向乙１９２番９まで

旧 ５．０～２３．２ ０．１１７

新 １６．０～４９．０ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
北条市別府１０５０番２から

同市別府１０４８番４まで

旧 ４．８～５．４ ０．０６８

新 １３．８～１５．６ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線
北条市別府１０５０番２から

同市別府１０４８番４まで
平成１６年３月２３日

愛 媛 県 報平成１６年３月２３日 第１５４３号
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�愛媛県告示第５７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市大字向灘２３０５番２地先から

同大字２３０８番１地先まで

旧 ６．０～１４．２ ０．０７２

新 ７．０～３０．７ ０．０７０

〃 〃
八幡浜市大字向灘２３０８番２地先から

同大字２３４０番５地先まで

旧 ７．０～８．０
５．２～６．２

０．０３９
０．０３６

新 ７．０～８．０
１９．４～２２．４

０．０３９
０．０３２

〃 〃
八幡浜市大字向灘２３４０番１地先から

同大字２３５０番地先まで

旧 １４．３～２１．８ ０．０６３

新 １４．３～２１．８
１４．２～１４．２

０．０６３
０．０５１

〃 〃
八幡浜市大字向灘２３５１番４地先から

同大字２４５３番地先まで

旧 ６．４～１３．０
５．５～６．８

０．０５９
０．０４６

新
６．４～１３．０
５．５～６．８
１３．４～１４．２

０．０５９
０．０４６
０．０４０

〃 〃
八幡浜市大字向灘２４５３番地先から

同大字２４５４番地先まで

旧 ９．４～１６．０
５．５～７．２

０．０３７
０．０３８

新 ９．４～１６．０
２０．２～２５．２

０．０３７
０．０３８

〃 〃
八幡浜市大字向灘２４５２番３地先から

同大字２４７６番地先まで

旧 ８．０～５２．７ ０．１３４

新 ２０．２～５５．８ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市大字向灘２３０５番２地先から

同大字２４７６番地先まで
平成１６年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代乙６９番７から

同市真網代乙７３番１地先まで

旧 ６．５～２８．８ ０．１６１

新 ８．０～４１．０ ０．１５６

愛 媛 県 報平成１６年３月２３日 第１５４３号
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�愛媛県告示第５７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、南予レクリエーション都市計画下水道事業宇和島

公共下水道（宇和島市施行）の事業計画の変更を次のように

認可した。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和５９年２月１４日から

平成２２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県宇和島市弁天町２丁目、築地町１丁目及び明倫

町地内

�愛媛県告示第５７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代乙６９番７から

同市真網代乙７３番１地先まで
平成１６年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡御荘町深泥６９番３から

同町深泥３５番２地先まで

旧 ７．０～１０．０ ０．１００

新 ８．２～１９．０ ０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡御荘町深泥６９番３から

同町深泥３５番２地先まで
平成１６年３月２３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第５０号

平成１６年３月１１日
伊予郡松前町大字西古泉字大福３９４番２

伊予郡松前町大字昌農内１４５番地３
日 野 敏 美

愛 媛 県 報平成１６年３月２３日 第１５４３号
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公 告

� 使用の部分 愛媛県宇和島市弁天町２丁目地内

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１５年１１月２８日から平成１６年２月２２日までの間に実施した技能検定

の合格者は、次のとおりである。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

機械加工

特級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 西 岡 孝 夫

仕上げ

特級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ � 橋 雅 由

機械保全

特級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 古 川 明 彦

半導体製品製造

特級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ７ 渡 辺 正 教 Ａ甲 ８ 斉 藤 憲 一 Ａ甲 １０ 近 藤 通 康 Ａ甲 １１ 菅 聡

プラスチック成形

特級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 石 村 裕 之

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 村 上 泰 祐 Ａ甲 ２ 村 上 一 真

仕上げ（機械組立仕上げ作業）

１級

愛 媛 県 報平成１６年３月２３日 第１５４３号
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受検番号 氏 名

Ｄ １ 日 山 賢 児

機械検査（機械検査作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 武 本 敦 司

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｂ ２ 島 本 真 二 Ｂ ３ 村 上 剛 Ｂ ４ 藤 原 由 行 Ｃ １ 越 智 伸 二

機械保全（機械系保全作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １１ 高 橋 聖 明 Ａ甲 １２ 上 岡 一 光 Ａ甲 １５ 木 場 博 之 Ａ甲 ２０ 加 藤 高 男

Ａ甲 ２２ 関 徳 重 Ａ甲 ２３ 真 鍋 典 昭 Ａ甲 ２４ 秦 悟 Ａ甲 ５２ 二 宮 慶 徳

Ａ甲 ６８ 石 原 健 児 Ａ甲 ６９ 森 本 勝 茂 Ａ甲 ７０ 黒 川 広 治 Ａ甲 ７１ 砂 川 豊

Ａ甲 ７５ 小 松 博 Ａ甲 ８６ 栗 上 正 志 Ｂ ７ 石 原 厚 男 Ｂ １６ 越 智 敦

Ｃ ３ 高 岡 健 児 Ｃ １７ 越 智 直 也 Ｃ １８ 真 喜 良 太 Ｃ ２１ 岩 � 宣 幸

Ｃ ２２ 小 田 真 司 Ｃ ２４ 高 橋 剛 Ｃ ２６ 重 松 誠 Ｃ ２７ 浅 田 英 樹

Ｃ ３０ 藤 田 潔

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １０ 鳥 越 啓 滋 Ａ甲 １６ 神 永 誉 之 Ａ甲 １８ 傳 谷 義 信 Ａ甲 ２４ 岩 月 泰 輔

Ａ甲 ２８ 上 田 大 輔 Ａ甲 ３１ 服 部 春 夫 Ａ甲 ３３ 染 野 優 一 Ａ甲 ３５ 冨 田 育 生

Ａ甲 ４１ 星 加 恒 幸 Ａ甲 ４４ 前 田 敏 和 Ａ甲 ４５ 村 上 浩 Ａ甲 ４８ 伊 藤 周

Ａ甲 ４９ 越 智 耕 平 Ａ甲 ５０ 藤 田 純一郎 Ａ甲 ５１ 細 田 英 司 Ａ甲 ５３ 合 田 敦

Ａ甲 ５９ 藤 田 健 一 Ａ甲 ６０ 本 藤 晶 丈 Ａ甲 ６１ 白 籏 英 � Ａ甲 ６２ 守 谷 友 喜

Ａ甲 ６３ 戸 田 航 司 Ａ甲 ６４ 藤 枝 誠 Ａ甲 ６５ 高 橋 昌 司 Ａ甲 ６６ 満 田 圭 師

Ａ甲 ６８ 村 上 勝 Ａ甲 ７０ 中 村 茂 Ａ甲 ７５ 神 野 拓 雄 Ａ甲 ７８ 石 川 竜 聡

Ａ甲 ８３ 三 浦 和 嗣 Ａ甲 ８８ 河 端 信 吾 Ａ甲 ８９ 青 波 幹 幸 Ａ甲 ９０ 上 杉 和 博

Ａ甲 ９５ 安 村 征 之 Ａ甲１０２ 池 永 隆 司 Ａ甲１０７ 北須賀 久 Ａ甲１０９ 買 田 昌 人

Ａ甲１１２ 山 内 和 義 Ａ甲１１３ 塩 崎 征次郎 Ａ甲１１５ 曽我部 寿 士 Ａ甲１１８ 山 本 健一郎

Ａ甲１１９ 藤 原 和 之 Ａ甲１２９ 阪 田 勇 一 Ａ甲１３０ 岡 伸一郎 Ａ甲１３２ 高 橋 和 寿

Ａ甲１３４ 平 井 慎 二 Ａ甲１３６ 白 石 秀 男 Ａ甲１３９ 石 川 剛 Ａ甲１４０ 森 実 正

Ａ甲１４５ 市 原 公 司 Ａ甲１４９ 濱 口 誠 Ａ甲１５３ 宇 高 豊 Ａ甲１５４ 松 本 匡 広

Ａ甲１５９ � 橋 浩 和 Ａ甲１６０ 横 川 真 一 Ａ甲１６２ 津 乗 伸 浩 Ａ甲１６７ 村 上 英 樹

Ａ甲１６９ 日 野 彰 Ａ甲１７０ 野 口 明 照 Ａ甲１７１ 若 原 次 郎 Ａ甲１７５ 山 口 浩 治

Ａ甲１７６ 松 本 恭 一 Ａ甲１７７ 白 井 昭 Ａ甲１７８ 森 川 貴 也 Ａ甲１８０ 大 石 一

Ａ甲１８４ 小 笠 慎 司 Ａ甲１８５ 河 内 裕 二 Ａ甲１８６ 處 日出刀 Ａ甲１８７ 正 岡 秀 樹

Ａ甲２０１ 大 森 英 晃 Ｂ ２ 安 倍 直 樹 Ｂ ４ 城 下 修 平 Ｂ ６ 柳 原 卓 弥

Ｂ ７ 柿 本 洋 司 Ｂ １４ 内 山 茂 雄 Ｂ １７ 明 日 徹 Ｂ １８ 一 色 善 文

Ｂ ２５ 長 井 正 一 Ｂ ２６ 佐 藤 嘉 展 Ｂ ３１ 明 比 浩 之 Ｂ ３３ 渡 辺 崇

Ｃ ２ 前 谷 幸 孝 Ｃ ３ 畑 中 豊 Ｃ ５ 神 野 毅 Ｃ ８ 檜 垣 修 次

Ｃ １３ 永 易 雅 人 Ｃ １６ 丹 下 高 志 Ｃ ２３ 毛 利 達 雄 Ｃ ２６ 高 島 孝 利

Ｃ ２８ 菅 裕 夫 Ｃ ３１ 櫛 部 善 晴 Ｃ ３２ 越 智 利 正 Ｃ ３３ 上 坂 勝 邦

Ｃ ３４ 青 野 曹 Ｃ ３５ 曽我部 浩 Ｃ ３７ 伊 藤 富 吉 Ｃ ３８ 長谷部 直 人
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Ｃ ４１ 原 敏 起 Ｃ ４２ 瀬 戸 義 裕 Ｃ ４３ 今 井 亮 太 Ｃ ４４ 堀之内 丈 大

Ｃ ４５ 石 川 智 樹 Ｃ ４６ 近 藤 正 樹 Ｃ ４７ 武 田 泰 徳 Ｃ ４８ 藤 田 秀 徳

Ｃ ４９ 泉 誠 Ｃ ５０ 福 田 雅 之 Ｃ ５１ 砂 田 佳 啓 Ｃ ５２ 矢 野 靖 貴

Ｃ ５４ 奥 野 勝 Ｃ ５５ 石 井 憲 章 Ｃ ５８ 越 智 英 紀 Ｃ ６０ 土手内 博

Ｄ １ 鴻 上 龍 也 Ｄ ２ 岡 本 義 光 Ｄ ３ 森 幸 司

機械保全（電気系保全作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 伊 藤 公 雄 Ａ甲 ４ 粂 野 信 之 Ａ甲 ８ 幡 本 直 人 Ａ甲 １６ 淵 上 薫

Ａ甲 ２５ 石 井 聖 Ａ甲 ２７ 野 上 誠 一 Ｂ ２ 石 川 孝 生 Ｂ ３ 原 康 仁

Ｃ ２ 宝 田 浩 司 Ｃ ３ 安 藤 康 至 Ｃ ５ 高 岡 真 弥 Ｃ ６ 宮 嶋 龍 治

Ｃ ７ 白 木 寿 和 Ｃ ８ 池 浦 憲 朋

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 越 智 貴 則 Ｂ ３ 黒 川 寿 Ｃ ２ 武 智 吉 彦 Ｃ ４ 真 鍋 昇 二

Ｃ ５ 高 橋 栄 次 Ｃ ７ � 原 紳 Ｃ ８ 山 下 敦 司 Ｃ ９ 上 田 勲

Ｃ １３ 十 川 敦

機械保全（設備診断作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 村 田 貴 則 Ａ甲 ５ 安 野 朋 樹 Ｃ １ 岡 下 章 博 Ｃ ８ 大 石 宗 司

Ｃ １０ 印 南 要 介 Ｃ １３ 渡 邉 健 治 Ｃ １４ 白 旗 勝 Ｃ １６ 松 本 和 則

Ｃ １７ 青 野 昭 Ｃ １９ � 橋 修 Ｃ ２１ 松 本 剛 Ｃ ２４ 垂 水 光 洋

Ｃ ２６ 前 田 忠 士 Ｃ ２７ 三 好 克 彦 Ｃ ２８ 渡 邉 浩 二

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｃ １ 小 林 英 雄 Ｃ ２ 伊 藤 隆 雅 Ｃ ５ 北 村 幸 生 Ｃ ７ 小 野 博

Ｃ ９ 川 田 智 己 Ｃ １０ 小 西 篤 史

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ５ 前 田 康 之 Ｃ １ 栗 上 正 志

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 � 晃 広 Ｂ １ 宮 本 誠 次 Ｃ １ 渡 辺 隆

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 伊 藤 真 也 Ａ甲 ２７ 河 野 和 也 Ａ甲 ２９ 秋 月 和 輝 Ａ甲 ３１ 越 智 功 一

Ａ甲 ３２ 坂 東 久 光 Ａ甲 ３４ 十 亀 慎 一 Ａ甲 ３６ 村 上 和 之 Ａ甲 ４０ 黒 木 准

Ａ甲 ４１ 小 林 英 樹 Ａ甲 ４２ 伊 藤 裕 二 Ａ甲 ４６ 矢 野 正 和 Ａ甲 ５０ 日 野 正 善

Ａ甲 ５２ 今 井 嘉 浩 Ａ甲 ５７ 延 原 範 彦 Ｂ １ 藤 田 美智子 Ｂ ２ 渡 部 敏 明

Ｂ ３ 清 家 正 彦 Ｂ ４ 藤 田 義 信 Ｃ ２ 佐 伯 成 幸

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ８ 藤 田 大 輔 Ａ甲 ９ 槙 泰 孝 Ａ甲 １１ 今 井 俊 輔 Ａ甲 １６ 森 広 志

Ａ甲 １８ 井 上 和 孝 Ａ甲 １９ 西 辻 啓 子 Ａ甲 ２１ 幾 島 幸 治 Ａ甲 ２２ 佐 藤 雄 二

Ａ甲 ２３ 角 川 佳奈子 Ａ甲 ２４ 青 野 宏 紀 Ａ甲 ２５ 渡 辺 雅 則 Ａ甲 ２９ 平 田 春 雄

Ａ甲 ３０ 大 西 祐 司 Ａ甲 ３１ 高 橋 清 信 Ａ甲 ３３ 加 藤 貴 之 Ａ甲 ３４ 木 香 昭 文

Ａ甲 ３７ 阿 部 幸 司 Ａ甲 ３９ 堀 切 和 泰 Ｂ ７ 森 木 義 博 Ｂ ８ 曽我部 浩 彰

Ｂ １０ 伊 藤 勝 Ｂ １２ 山 本 勝 Ｃ ２ 森 脇 真 二

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 小笠原 茂 晃 Ａ甲 ６ 赤 松 三 也 Ｂ １ 上 野 博

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 大 西 三 郎 Ａ甲 ２ 小 島 日出男 Ｃ １ 永 易 和 彦 Ｃ ２ 藤 岡 博 昭

Ｃ ３ 山 本 浩 司 Ｃ ４ 上 山 勇 夫

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 村 上 啓 二 Ａ甲 ２ 富 岡 将 美

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 八 幡 哲 兒 Ａ甲 ４ 秋 山 聖二郎 Ａ甲 ５ 秀 野 友 美 Ａ甲 ６ 佃 陽 水

Ａ甲 ７ 石 井 英 明

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 横 田 伸 吾 Ａ甲 ５ 金 林 正 憲 Ｂ ２ 松 野 一 成

２級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 井 上 清 志 Ａ甲 ２ 渡 部 晶 彦 Ａ甲 ３ 永 井 貴 志 Ａ甲 ４ 猪 野 正 人

Ａ甲 ７ 岡 本 祥 司 Ａ甲 ９ 日 野 敬一郎 Ａ甲 １１ 井 上 元 一 Ａ甲 １３ 高 岡 千 鶴

Ａ甲 １６ 菊 地 清 久 Ａ甲 １７ 畠 山 大 右 Ｂ １ 重 見 秀 樹 Ｂ ３ 山 本 建 一

Ｃ １ 松 野 和 博 Ｃ ２ 松 本 力 也

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 片 山 真 彦 Ａ甲 ４ 近 藤 瑞 穂 Ａ甲 ５ 仙 波 敦 志 Ａ甲 ６ 上 田 裕 一

Ａ甲 ７ 水 野 剛 士 Ｂ １ 新居田 耕 三

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 檜 垣 泰 敏 Ａ甲 ７ 武 田 誠 治 Ａ甲 ８ 佐々木 武 志 Ａ甲 ９ 森 貞 裕 介

Ａ甲 １０ 石 � 純 Ａ甲 １１ 山 内 夏 実 Ａ甲 １２ 和 泉 直 紀 Ａ甲 １３ 梅 田 豊

Ｂ ５ 鈴 木 雅 雄

和裁（和服製作作業）

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 渡 部 恵美子

石材施工（石材加工作業）

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 加 藤 雄 一

パン製造（パン製造作業）

２級

受検番号 氏 名

Ｂ ２ 森 本 孝

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 河 上 豊

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 徳 田 忠 憲 Ａ甲 ３ 熊 崎 裕 也
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かわらぶき（かわらぶき作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 菊 地 康 之 Ａ甲 ３ 竹 田 広 隆 Ａ甲 ５ 山 本 純 広 Ｃ １ 村 上 政 利

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 崎 正 人

配管（建築配管作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 原 敬 Ａ甲 ２ 山 崎 裕 通 Ａ甲 ４ 西 田 尚 生 Ａ甲 ７ 佐々木 伸 二

Ａ甲 ８ 真 木 順 也 Ａ甲 ９ 野 間 章 吾 Ａ甲 １０ 織 田 幸 治 Ａ甲 １１ 宮 本 正一郎

Ａ甲 １４ 今 井 克 透 Ａ甲 １７ 谷 口 智 一 Ｂ １ 村 上 明 弘 Ｂ ３ 村 上 和 志

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 入 江 真 澄 Ａ甲 ４ 片 岡 豊 Ａ甲 ９ 村 上 佐 Ａ甲 １０ 藤 岡 貴 志

Ａ甲 １１ 梶 川 洋 二 Ａ甲 １２ 井 手 丈 友 Ａ甲 １３ 神 田 仁 Ａ甲 １４ 山 � 孝 芳

Ａ甲 １５ 阿 部 裕一郎 Ａ甲 １６ 延 廣 隆 司 Ａ甲 １８ 田 中 光 Ａ甲 １９ 宮 本 修

Ａ甲 ２４ 相 田 康 邦 Ａ甲 ２７ 松 岡 幸 二 Ａ甲 ２８ 本 田 諭 Ｂ １ 池 田 大 樹

Ｃ ３ 宮 井 幸 雄 Ｃ ５ 内 田 光 男 Ｃ ６ 芳 我 治 郎

３級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 矢 野 健 治

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 渡 部 雄 二 Ａ甲 ３ 岩 崎 聖 始 Ａ甲 ４ 野 原 豊 Ａ甲 ５ 谷 口 龍 栄

Ａ甲 ７ 伊賀上 友 幸 Ａ甲 ８ 竹 田 鉄 也 Ａ甲 １０ 清 水 誠 Ｃ ２ 菅 徹

Ｃ ３ 若 江 誠 Ｃ ４ 廣 藤 幸 一 Ｃ ５ 廣 藤 和 也

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 尾 � 誠 Ａ甲 ７ 川 村 亮 Ａ甲 ９ 市 川 和 樹 Ｃ ２ 合 田 光 男

Ｃ ３ 櫻 田 祐 介 Ｃ ４ 山 内 雄 一 Ｃ ５ 角 田 孝 芳 Ｃ ６ 新 矢 貴 士

Ｃ ７ 工 藤 聖 作

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 川 岸 徹 Ａ甲 ２ 岡 本 健 三 Ａ甲 ３ 金 谷 正 秀 Ａ甲 ４ 宇都宮 康

Ａ甲 ５ 矢 野 道 博 Ｂ １ 渡 部 安 一

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 西 崎 豪 Ａ甲 ６ 宮 内 英 樹 Ａ甲 ７ 平 木 一 茂 Ａ甲 ８ 藤 崎 充 生

Ａ甲 １２ 矢 野 義 貴 Ａ甲 １３ 山 本 真 司

防水施工（アスファルト防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 下 隆 文

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 佐 伯 宏 道 Ａ甲 ２ 神 元 克 己 Ａ甲 ３ 宇都宮 浩 幸

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 稲 井 健 司 Ａ甲 ２ 真 田 孝 広 Ｃ ２ 山 口 知 博

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 武 田 裕

防水施工（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｃ １ 池 原 昭 彦 Ｃ ２ 井 門 良 洋

内装仕上げ施工（カーペット系床仕上げ工事作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｄ １ 三 好 正 彦

ガラス施工（ガラス工事作業）

１級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｃ １ 早 川 幸 伸 Ｃ ２ 上 田 博 之

テクニカルイラストレーション（立体図作成作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｂ １ 藤 井 秀 章 Ｃ １ 谷 本 八重子

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 坂 本 勲 Ｂ １ 國 田 一 秀 Ｂ ２ 岡 野 悟

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 日 野 和 敏 Ａ甲 ７ 上 田 一 雄 Ｃ ５ 石 岡 成 利

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ � 須 博 之 Ａ甲 ２ 河 内 伸 治 Ａ甲 ３ 小 川 美 沙 Ａ甲 ５ 間 口 知 大

Ａ甲 ７ 笠 崎 祥 司 Ｂ ２ 田 中 茂 Ｃ ２ 川 野 勇 Ｃ ３ 渡 辺 尊 敏

Ｃ ４ 正 木 博 Ｄ １ 泉 博 之

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 武 田 浩 二 Ａ甲 ２ 花 元 哲 也 Ａ甲 ３ 佐 伯 英 樹 Ａ甲 ４ 坂 本 勝 美

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 櫛 部 勇 介 Ａ甲 ２ 西 山 正 樹 Ａ甲 ３ 沖 野 昇 一

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｂ ２ 藤 原 功 Ｂ ４ 武 田 裕 二 Ｃ １ 山 田 亨 Ｃ ４ 國 澤 豊

Ｃ ６ 西 本 英 二 Ｃ ７ 中 西 俊 英 Ｃ ８ 中 村 奈 夫 Ｄ １ 光 藤 誠 二

２級
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公安委員会規則
�������

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長藤波武男から次

のとおり争議行為を行う旨の通知が平成１６年３月１１日あった

ので公表する。

平成１６年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１６年度賃金引き上げ・その他

２ 日時 平成１６年３月２９日正午以降本問題が完全解決に至

る間

３ 場所

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を

単独又は併用して実施する。

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（昭和４１年愛媛県公安委員会規則第７

号）の一部を次のように改正する。

第１６条中第１４号を削り、第１５号を第１４号とし、第１６号を第

１５号とする。

第１７条中第７号を削り、第８号を第７号とする。

第１９条に次の１号を加える。

� ハイテク犯罪対策室に関すること。

第２８条を第２７条の１２とし、第２７条の１０第３項中「第１号、

第２号（人事に関する事務を除く。）及び」を削り、同条を

第２７条の１１とし、第２７条の９の次に次の１条を加える。

（施設室）

第２７条の１０ 会計課に施設室を附置する。

２ 施設室に室長を置き、警視の階級にある警察官又は警察

吏員をもつて充てる。室長は、施設室の事務を掌理し、所

属職員を指揮監督する。

３ 施設室は、財産の管理及び処分に関する事務をつかさど

る。

第２８条の２を第２８条とし、同条の次に次の１条を加える。

（機構改革推進室）

第２８条の２ 警務課に機構改革推進室を附置する。

２ 機構改革推進室に室長を置き、警視の階級にある警察官

をもつて充てる。室長は、機構改革推進室の事務を掌理し

、所属職員を指揮監督する。

３ 機構改革推進室は、第１２条第１号及び第２号（人事に関

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 桑 原 貴 志 Ａ甲 ４ 秋 山 光 一 Ｂ １ 佐 藤 利 治 Ｃ １ 緒 方 和 紀

Ｃ ２ 中 村 清 彦 Ｄ １ 山 下 誠

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 山 本 哲 平 Ａ甲 ４ 山 本 浩 樹 Ａ甲 ９ 井 上 太 一 Ｂ ２ 清 水 孝

Ｂ ３ 森 洋 喜 Ｃ ２ 矢 野 真 二

バルコニー施工（金属製バルコニー工事作業）

単一等級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 武 田 靖 広 Ａ甲 ２ 田 中 圭 介 Ａ甲 ３ 是 沢 幸 季 Ａ甲 ４ 武 内 利 夫

Ａ甲 ５ 山 口 廣 Ａ甲 ６ 渡 辺 篤 Ｂ １ 河 野 公 男 Ｂ ２ 菅 原 誠

病 院 名 所 在 地

財団法人 創精会 松山市美沢一丁目１０の３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル 北条市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３の４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１の１の
２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

社団法人 八幡浜医師会 八幡浜市広瀬一丁目７の１７
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公安委員会告示

選挙管理委員会告示

する事務を除く。）の事務をつかさどる。

第２８条の７を削り、第２８条の８を第２８条の７とし、第２８条

の９から第２８条の１３までを１条ずつ繰り上げ、第２８条の１２の

次に次の１条を加える。

（ハイテク犯罪対策室）

第２８条の１３ 生活保安課にハイテク犯罪対策室を附置する。

２ ハイテク犯罪対策室に室長を置き、警視若しくは警部の

階級にある警察官又は警察吏員をもつて充てる。室長は、

ハイテク犯罪対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

３ ハイテク犯罪対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

� ハイテク犯罪に係る総合的対策に関すること。

� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法

律第１２８号）に関すること。

別表松山東警察署の項課名の欄中「生活安全課」を
「生活

少

安全課
に改め、松山南警察署の項同欄中「警 務 課」を

年 課」

「警 務 課
に改める。

留置管理課」

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会告示第１号
愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例第１４条第１項の

規定に基づく暴走行為助長禁止重点区域の指定（平成１４年３

月愛媛県公安委員会告示第５号）の一部を次のように改正し

、平成１６年４月１日から施行する。

平成１６年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

表１の項暴走行為助長禁止重点区域の欄中「川之江市川之

江町余木３８１番地先」を「四国中央市川之江町余木３８１番地

先」に改め、同表２の項同欄中「川之江市上分町３５１番１地

先から伊予三島市中曽根町１７２５番１地先」を「四国中央市上

分町３５１番１地先から同市中曽根町１７２５番１地先」に改める

。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１６年３月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１３，４５９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２７０

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，９１０

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８０条第１項の規定に

よる直接請求（愛媛県議会議員伊予三島市選挙区の議員の解

職請求に限る。）の要件となるべき選挙権を有する者の数は

、次のとおりである。

平成１６年３月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

直接請求（愛媛県議会議員伊予三島市選挙区の議員の解職

請求に限る。）の要件となるべき選挙権を有する者の数

� 伊予三島市選挙区の選挙権を有する者の総数 ３０，５５１

� 伊予三島市選挙区の選挙権を有する者の総数の３分の

１の数 １０，１８４

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３８０，７２２ １２６，９０８

今 治 市 ９５，１０４ ３１，７０２

宇 和 島 市 ４９，６４７ １６，５４９

八 幡 浜 市 ２６，５２０ ８，８４０

新 居 浜 市 １０３，６１３ ３４，５３８

西 条 市 ４７，１３９ １５，７１３

大 洲 市 ３０，８１５ １０，２７２

川 之 江 市 ３０，６５４ １０，２１８

伊 予 三 島 市 ３０，５５３ １０，１８５

伊 予 市 ２４，７９０ ８，２６４

北 条 市 ２３，７８６ ７，９２９

東 予 市 ２７，０６６ ９，０２２

宇 摩 郡 １５，８１２ ５，２７１

周 桑 郡 １９，３５６ ６，４５２

越 智 郡 ５９，１７６ １９，７２６

温 泉 郡 ３３，０３５ １１，０１２

上 浮 穴 郡 １３，３３４ ４，４４５

伊 予 郡 ５１，９５３ １７，３１８

喜 多 郡 ２５，３０３ ８，４３５

西 宇 和 郡 ２７，６０７ ９，２０３

東 宇 和 郡 ３１，４４０ １０，４８０

北 宇 和 郡 ４２，２２８ １４，０７６

南 宇 和 郡 ２３，８０６ ７，９３６
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任 免 辞 令

�任免辞令
２月８日

主任業務員 竹 内 聖 人

死亡

�������
�公営企業任免辞令

２月２９日

愛媛県技術吏員 佐 藤 政 晃

同 宮 成 利 恵

願により本職を免ずる（各通）
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